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(1)樋門・樋管一覧
河
川
名

樋門、樋管名
左右岸の

別
所在地 管理者

浜名谷地排水樋管 左 河原木 国土交通省

浄化導水路樋管 右 河原木 国土交通省

古川排水樋管 左 河原木 国土交通省

貝鞍排水樋管 左 石堂 国土交通省

土橋川排水樋門 右 城下 国土交通省

中河原排水樋管 左 石堂 国土交通省

小待排水樋管 右 売市 国土交通省

熊野堂排水樋管 右 売市 国土交通省

内舟渡第一排水樋管 左 長苗代 国土交通省

蟇河原排水樋管 左 長苗代 国土交通省

根城第一排水樋門 右 根城 国土交通省

根城第二排水樋門 右 根城 国土交通省

長苗代第一排水樋管 左 長苗代 国土交通省

長苗代第二排水樋管 左 尻内町 国土交通省

長苗代第三排水樋管 左 尻内町 国土交通省

田面木第一排水樋門 右 田面木 国土交通省

田面木第二排水樋門 右 田面木 国土交通省

浅水川排水樋門 左 尻内町 国土交通省

八幡排水樋門 右 尻内町 国土交通省

八幡第二排水樋門 右 尻内町 国土交通省

一日市排水樋管 左 櫛引 国土交通省

河原木都市下水路排水樋管 左 河原木 八戸市　環境部　下水道施設課

沼館排水ポンプ場排水樋管 右 沼館 八戸市　環境部　下水道施設課

土岡河原第１号排水樋門 左 土岡河原 青森県

向河原第２号排水樋門 左 向河原 青森県

横町第３号排水樋門 右 横町 青森県

横町第４号排水樋門 右 横町 青森県

塩入下第６号排水樋門 左 塩入下 青森県

諏訪第７号排水樋門 左 諏訪 青森県

諏訪第８号排水樋門 左 諏訪 青森県

下河原第10号排水樋門 右 下河原 青森県

下河原第10-1号排水樋門 右 下河原 青森県

柳町第11号排水樋門 右 柳町 青森県

本町第12号排水樋門 右 本町 青森県

本町第13号排水樋門 右 本町 青森県

舘前第14号排水樋門 左 舘前 青森県

田中河原第11号排水樋門 左 田中河原 青森県

長者放流樋門 左 諏訪 八戸市　環境部　下水道施設課

類家排水ポンプ場排水樋門 左 諏訪 八戸市　環境部　下水道施設課

中居林都市下水路排水樋門 左 南類家 八戸市　環境部　下水道施設課

類家南ポンプ場排水樋門 左 類家 八戸市　環境部　下水道施設課

新井田排水ポンプ場排水樋門 右 重地下 八戸市　環境部　下水道施設課

新
井
田
川
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 
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河
川
名

樋門、樋管名
左右岸の

別
所在地 管理者

一番町第１号排水樋門 左 一番町 青森県

三条目第２号排水樋門 左 三条目 青森県

張田第３号排水樋門 左 張田 青森県

張田第４号排水樋門 右 張田 青森県

張田第５号排水樋門 左 張田 青森県

正法寺第７号排水樋門 左 正法寺 青森県

正法寺助成13号排水樋門 右 正法寺 青森県

正法寺助成14号排水樋門 右 正法寺 青森県

橋向第１号排水樋門 右 橋向 青森県

高3-3号排水樋門 左 古館 青森県

高3-5号排水樋門 左 古館 青森県

古館第１号排水樋門 左 古館 青森県

古館第２号排水樋門 右 古館 青森県

古館第３号排水樋門 右 古館 青森県

古館第４号排水樋門 右 古館 青森県

古館第５号排水樋門 右 古館 青森県

向谷地第１号排水樋門 右 向谷地 青森県

向谷地第２号排水樋門 右 向谷地 青森県

向谷地第３号排水樋門 右 向谷地 青森県

尻引第１号排水樋門 左 尻引 青森県

尻引第２号排水樋門 右 尻引 青森県

尻引第３号排水樋門 右 尻引 青森県

赤畑第１号排水樋門 左 赤畑 青森県

赤畑第２号排水樋門 左 赤畑 青森県

赤畑第３号排水樋門 左 赤畑 青森県

高3-4号排水樋門 右 古館 青森県

五戸川２号樋門 左 市川町 八戸市　建設部　港湾河川課

右２号排水樋門 右 市川町 青森県

 右5-1号排水樋門 右 市川町 青森県

 右6-1号排水樋門 右 市川町 青森県

 右13号排水樋門 右 市川町 青森県

 右15号排水樋門 右 市川町 青森県

 右21号排水樋門 右 市川町 青森県

 右25-1号排水樋門 右 市川町 青森県

 右28号排水樋門 右 市川町 青森県

 右31号排水樋門 右 市川町 青森県
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 
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本町第13号排水樋門

本町第12号排水樋門

柳町第11号排水樋門

下河原第10号排水樋門

下河原第10-1号排水樋門

横町第4号排水樋門

横町第3号排水樋門

諏訪第8号排水樋門

諏訪第7号排水樋門

塩入下第6号排水樋門

向河原第2号排水樋門

土岡河原第1号排水樋門

舘前第14号排水樋門

田中河原第11号排水樋門

樋門・樋管位置図
(新井田川)

紫　県管理
青　市管理

新井田排水ポンプ場排水樋門

長者放流樋門

類家排水ポンプ場排水樋門

類家南ポンプ場排水樋門

中居林都市下水路排水樋門
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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（市町村の水防責任） 
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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（市町村の水防責任） 
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１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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（市町村の水防責任） 
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14　雨量・水位観測所等位置図

青森県防災情報(河川)HPより
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/files/kansoku-sanpati.jpg

(1)三八地域

 

１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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（市町村の水防責任） 

資　　料　　編

　1　

53



資　　料　　編

　54　

(2)上北地域

青森県防災情報(河川)HPより
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/files/kansoku-kamikita.jpg

 

１ 水 防 法 

昭和24・６・４ 

法律193 

最終改正平成27年 5月20日法律第22号 

第一章 総  則 

（目  的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

（定  義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共

の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区

を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」

という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理

者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第九条に規定する消

防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部

を置かない市町村にあっては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は

水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の

規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管

理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者

（河川法（昭和 39 年法律第百 67 号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和22年法律第67号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定す

る一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定

都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和33年法律第79号）第四条第一項に規定する公共下

水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器

具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがある

とき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 

資　　料　　編
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